
「事業税に関する事項」欄の書き方 

 

  イ 事業税は、事業の種類により税率等が異なります。また、非課税の事業もありますので、次の 

   （イ）及び（ロ）に該当する方は、「非課税所得など」欄に、該当する番号とその所得金額を記 

   載してください。 

 

   （イ）複数の事業を兼業している方で、そのうち次に掲げる事業より生ずる所得がある場合 

      １ 畜産業（農業に付随して行うものを除きます。）から生ずる所得 

      ２ 水産業（小規模な水産動植物の採捕の事業を除きます。）から生ずる所得 

      ３ 薪炭製造業から生ずる所得 

      ４ あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業（ 

       両眼の視力を喪失した者その他両眼の視力０.０６以下の者が行うものを除きます。）から 

       生ずる所得 

      ５ 装蹄師業から生ずる所得 

 

   （ロ）次に掲げる所得（非課税所得）がある場合 

      ６ 林業から生ずる所得 

      ７ 鉱物掘採事業から生ずる所得 

      ８ 社会保険診療報酬に係る所得 

      ９ 外国での事業に係る所得（外国に有する事務所等で生じた所得） 

      10 地方税法第72条の２に定める個人の行う事業（※）に該当しないものから生ずる所得 

      （※地方税法第72条の２に定める個人の行う事業） 

      ○物品販売業    ○旅館業      ○水産業       ○社会保険労務士業 

      ○保険業      ○料理店業     ○薪炭製造業     ○コンサルタント業 

      ○金銭貸付業    ○飲食店業     ○医業        ○設計監督者業 

      ○物品貸付業    ○周旋業      ○歯科医業      ○不動産鑑定業 

      ○不動産貸付業   ○代理業      ○薬剤師業      ○デザイン業 

      ○製造業      ○仲立業      ○あん摩、マッサージ又○諸芸師匠業 

      ○電気供給業    ○問屋業       は指圧、はり、きゅう○理容業 

      ○土石採取業    ○両替業       、柔道整復その他の医○美容業 

      ○電気通信事業   ○公衆浴場業     業に類する事業   ○クリーニング業 

      ○運送業      ○演劇興行業    ○獣医業       ○歯科衛生士業 

      ○運送取扱業    ○遊技場業     ○装蹄師業      ○歯科技工士業 

      ○船舶定係場業   ○遊覧所業     ○弁護士業      ○測量士業 

      ○倉庫業      ○商品取引業    ○司法書士業     ○土地家屋調査士業 

      ○駐車場業     ○不動産売買業   ○行政書士業     ○海事代理士業 

      ○請負業      ○広告業      ○公証人業      ○印刷製版業 

      ○印刷業      ○興信所業     ○弁理士業       

      ○出版業      ○案内業      ○税理士業       



      ○写真業      ○冠婚葬祭業    ○公認会計士業 

      ○席貸業      ○畜産業      ○計理士業 

 

  ロ 損益通算の特例適用前の不動産所得 

     事業税では、不動産所得の赤字の金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子の 

    部分についても、損益通算の対象となります。これに該当する金額がある場合には「損益通算 

    の特例適用前の不動産所得」欄にその金額を記載してください。 

 

  ハ 事業用資産の譲渡損失など 

     事業税が課税される事業に使っていた機械装置や車両運搬具などの事業用資産（土地、構築物、 

    建物、無形固定資産を除きます。）をその事業に使わなくなってから1年以内に譲渡した場合の 

    譲渡損失は、損失の生じた年（青色申告書を提出することが認められている場合に限ります。）の 

    翌年以後連続して申告を行う場合に限り、事業税でも翌年以後３年間に繰り越して控除すること 

    ができます。 

     また、事業税が課税される事業の所得が赤字で、そのうち災害により生じた棚卸資産や事業用 

    資産等の損失が含まれているときは、損失の生じた年の後の年分につき連続して申告を行う場合 

    に限り、その損失等の額は、事業税でも翌年以後３年間繰り越して控除することができます。 

     ただし、東日本大震災により事業用資産に生じた損失が、保有する事業用資産等に占める割合 

    が10分の１以上である場合は、上記控除期間がそれぞれ５年間となります。 

     これらに該当する損失がある場合には、「事業用資産の譲渡損失など」欄にその損失の金額を記 

    載してください。 

 

  ニ 前年中の開（廃）業 

     令和４年中に開業又は廃業した場合には、「前年中の開（廃）業」欄の開始・廃止の該当する文

字を○で囲み、その月日を記載してください。 

 

  ホ 他都道府県の事務所等の有無 

     事業税では、事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）が所在する都道府県により課税さ

れ、また、複数の都道府県に事務所等がある場合には、所得金額をその事務所等の従業者数であ

ん分して課税されます。他都道府県に事務所等がある場合には、「他都道府県の事務所等」欄の□

に✓を付してください。 

 

    詳細につきましては、大阪府中河内府税事務所（06-6789-1221（代表））にお尋ねください。 

なお、府税事務所からも事業税の課税に関して必要な事項（複数の都道府県の事務所等がある場合

の所在地・各月の末日現在の従業者数など）をお尋ねする場合もあります。 

 


